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【公表日】平成22年4月30日(2010.4.30)
【年通号数】公開・登録公報2010-017
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【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｆ  11/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｆ  11/00    　　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成22年12月13日(2010.12.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化学式［Ｒ］２Ｎ－Ｒ１ｘ－Ｎ［Ｒ］２のアミンベースの白錆腐食抑制化合物であって
；
　Ｒは、Ｈ、又は［－ＣＨ２ＣＨ（ＯＨ）ＣＨ（ＯＨ）］であり；
　Ｒ１は、オキシプロピレンであり；
　Ｘが１乃至約２０であることを特徴とするアミンベースの白錆腐食抑制化合物。
【請求項２】
　亜鉛メッキした金属面の腐食を抑制する方法であって、当該方法が：
　（ａ）前記亜鉛メッキした金属面に請求項１に記載のアミンベースの白錆腐食抑制化合
物を有する有効量の腐食抑制構成物を導入して前記面にバリアを形成するステップと；
　（ｂ）１又はそれ以上の時間間隔の後に、前記亜鉛メッキした金属面に有効量の前記構
成物を再導入することによって、任意に前記バリアを重ねるステップと；
を有することを特徴とする方法。
【請求項３】
　複数のアミンベースの白錆腐食抑制化合物を有する構成物を有しており、
　前記１又はそれ以上の時間間隔の後に、前記亜鉛メッキした金属面に異なる構成物のう
ちの１つを導入することによって、ステップ（ｂ）を繰り返すことを特徴とする請求項２
に記載の方法。
【請求項４】
　少なくとも部分的に水を満たし１又はそれ以上の亜鉛メッキした金属面を有する工業用
の水システムにおいて腐食を抑制する方法であって、当該方法が：
　（ａ）前記工業用の水システムの水を約６．５乃至約８．２のｐＨを有するよう調整す
るステップと；
　（ｂ）前記システムに負荷が掛かっているか又は負荷が掛かっていないときに、前記工
業用の水システムの水の中に、１又はそれ以上のアミンベースの白錆腐食抑制化合物を有
する有効量の腐食抑制構成物を導入するステップと；
　（ｃ）前記システムに負荷が掛かっていないときに、ある時間間隔の間、前記工業用の
水システムの水を循環させて、前記亜鉛メッキした金属面に前記アミンベースの白錆腐食
抑制化合物を接触させ、前記亜鉛メッキした金属面にバリアを形成するステップと；
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　（ｄ）前記システムに負荷が掛かっているときに、前記時間間隔の間、前記システムを
作動させて、前記白錆腐食抑制化合物を前記亜鉛メッキした金属面に接触させ、前記亜鉛
メッキした金属面に前記バリアを形成するステップと；
　（ｅ）ｉ）前記システムを除荷し、約６．５乃至約８．２に前記システムの水のｐＨを
再調整し、前記システムの水の中に有効量の前記腐食抑制構成物を再導入し、前記システ
ムの水を循環させることによって、又は
　　　　ｉｉ）前記システムに掛かる負荷を保持し、約６．５乃至約８．２に前記システ
ムの水のｐＨを再調整し、前記システムの水の中に有効量の前記腐食抑制構成物を再導入
することによって、
任意に前記バリアを重ねるステップと；
　（ｆ）１又はそれ以上の追加の時間間隔の間、前記工業用の水システムに負荷を掛けて
作動させて、前記１又はそれ以上の追加の時間間隔の後にステップ（ｅ）を任意に繰り返
すステップと；
を具えていることを特徴とする方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　従って、本発明は、亜鉛メッキした金属面を有する工業用の水システムにおいて白錆形
成を著しく抑制し得る新規なアミンベースの白錆腐食抑制化合物を提供する。この化合物
は、化学式［Ｒ］２Ｎ－Ｒ１ｘ－Ｎ［Ｒ］２を有している。Ｒは、Ｈ、又は［－ＣＨ２Ｃ
Ｈ（ＯＨ）ＣＨ（ＯＨ）］である。Ｒ１は、オキシプロピレンンである。Ｘは、１乃至約
２０である。
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